
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

理学療法士国家資
格

② 　　　６０ 人 　５４ 人

JATI-ATI ③ 　　　１８ 人 　　　  １８ 人

人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

人

福岡医療専門学校 平成19年4月1日 藤瀬　武
〒814-0005
福岡県福岡市早良区祖原３－１

（電話） 092-833-6120

（別紙様式４）

令和３年7月３０日※１
（前回公表年月日：令和２年７月２９日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人福岡医療学院 平成11年4月1日 理事長　藤瀬　武
〒814-0005
福岡県福岡市早良区祖原３－１

（電話） 092-833-6120

医療 医療専門課程 理学療法科 －
平成２２年文部科学省

告示第１５６号

学科の目的 理学療法プログラムを立案し、多職種と連携しながら基本的な理学療法を実践できる、生涯学習能力を持った理学療法士を養成する。

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成26年3月31日

修業年限
全課程の修了に必要な総授

業時数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技

0時間 642時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内数） 専任教員数 兼任教員数 総教員数

4 昼間 3430時間 2331時間 114時間 835時間

学期制度

1・2年
■前期：   4月1日～  9月30日
■後期： 10月1日～  3月31日
3・4年
■１学期：  4月1日 ～   7月31日
■２学期：  8月1日 ～ 12月31日
■３学期：  1月1日 ～   3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
　各科目の成績は１００点満点とし、定期試験及びその他の
各種資料（定期試験以外の試験、学習態度、出席状況等）
に基づいて決定する。原則として６０点以上を合格とする。
実技実習、臨床実習の成績についても同様とする。

320人 262人 0人 13人 28人 39人

長期休み

■学年始： 04月01日
■夏　 季： 08月06日～08月19日
■冬　 季： 12月25日～01月10日
■学年末： 03月18日～03月31日
※新型コロナウイルスの影響により一部変更あり。

卒業・進級
条件

　学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修
状況等を総合的に勘案して行う。ただし、出席時数が授業時
数の３分の２に達しない者は、その科目について評価を受け
ることができない。
　毎学年ごと授業日数の３分の１以上欠席したものは進級、
卒業せしめないものとする。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 　①　トレーナー活動

　全国高等学校野球選手権福岡大会・高校部活動・高校体
育祭・専門学校体育大会等
　②　部活動
　女子陸上競技部・バドミントン部・サッカー部・ソフトテニス
部・バスケットボール部・バレーボール部・野球部・ソフトボー
ル部・剣道部・柔道部・総合運動部・卓球部・少林寺拳法部・
軽音吹奏楽部・東洋医学研究部・ヘルス＆ビューティ部・囲
碁部等

　複数担任制を導入し補充指導等をとおして、きめ細やかな
サポートを継続している。
　日々の出席状況をクラス担任が把握し、欠席が続く者には
保護者へ連絡し、長期欠席にならないように取り組んでいる。
　学生支援室を設置し、学生の修学、生活および課外活動な
どの相談を受けつけ支援する。
　附属クリニックにおける専門医の相談の場を設けている。

■サークル活動： 有
■国家資格・検定/その他・民間検定等

　病院・介護施設等：愛健医院、赤羽リハビリテーション病院、
井野辺病院、今村病院、大木整形・リハビリ医院、大阪整形
外科病院、北大阪ほうせんか病院、行徳総合病院、国東市民
病院、黒木記念病院、黒田整形外科医院、高良台リハビリ
テーション病院、早良病院、鈴木リハビリテーション病院、摂
津医誠会病院、タケダスポーツ・ビューティークリニック、なら
まちリハビリテーション病院、新座志木中央総合病院、西福岡
病院、直方病院、馬場記念病院、びろうの樹脳神経外科、福
岡青洲会病院、福島整形外科クリニック、富家病院、まつもと
整形外科クリニック、三野原病院、みやにし整形外科リウマチ
科、吉川中央総合病院、緑成会病院（五十音順）

（令和元年度卒業者に関する令和3年4月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当する
か記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■就職指導内容
　就職支援室を中心とした就職支援・指導を実施している。
　セミナー・講座を開催し、履歴書の書き方、面接の受け方な
ど具体的な指導を行っている。

■卒業者数　　　　　　　 ： 60 ■自由記述欄
■就職希望者数　　　　 ： 54
■就職者数　　　  　　　 ： 54

（令和2

人
■就職率　　　　　　　 　 ： 100

： 90
■その他
   進学者数　　　　　　　 ： 6

年度卒業者に関する

令和3年7月30日 時点の情報）

就職等の
状況※２

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３



27 名 10.2 ％

中途退学
の現状

■中途退学者

■中退防止・中退者支援のための取組
奨学金や教育ローンの拡充をはかり、経済的困難な学生のサポートに努めている。
入学予定者に対するサポートデスクを立ち上げ、入学までの学力向上を図っている。
複数担任制を導入し補充指導等をとおして、きめ細やかなサポートを継続している。

■中退率
令和2年4月1日時点において、在学者265名(令和2年4月 1日入学者を含む）
令和2年3月31日時点において、在学者238名（令和3年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由
経済的事由
成績不良

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください。

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　有
■専門実践教育訓練給付：　非給付対象
■高等教育修学支援新制度：対象校

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　有

評価団体名：特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構　　受審年月：平成29年3月　　評価結果：URL: http://www.jusei.ac.jp/

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
URL: https://www.jusei.ac.jp/



種別

②
②

③

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

　教育課程編成委員には、以下の両方または何れかの条件を満たす者を選定している。
１．業界団体に所属し、要職に就いている有識者
２．現場を指揮し、医療の最先端で活躍している院長や所属の長
　このような業界全体の動向、実務に関する知識や技術に関する知見を有する委員からの要請等を教育課程編成委員会
にて協議していく。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

　本学の教育課程は、教育課程編成委員会の意見を踏まえて、教務委員会が編成する（学則第14条及び学校会議規程
第4条）。
　教育課程編成委員会の位置付け及び審議内容が採用される過程は、以下の通りである。
① 第1回教育課程編成委員会では、前年度の教育課程を実施した結果や当年度の教育課程の進捗状況等が報告され
る。委員による審議が行われ、委員から意見を聴取する。審議内容及び意見は教務委員会に直ちに報告され、当年度の
教育課程や指導方法等の改善に活用される。
② 第2回教育課程編成委員会では、第1回委員会で聴取された意見に対する改善策の実施状況について審議が行われ
る。その審議結果を踏まえて、次年度の教育課程の編成に対する意見を委員から聴取する。
③ 第2回委員会で聴取した意見は、副校長、学科長、専任教員及び非常勤講師が参加する次年度教育内容会議におい
て審議される。そこで審議した結果を踏まえて、教務委員会が次年度の教育課程を編成する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

藤瀬　武 福岡医療専門学校　校長 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

滝沢　哲也 福岡医療専門学校　副校長 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

教育課程編成委員会 令和3年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

堀　大輔 福岡スポーツ理学療法交流会　共同代表 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

遠藤　正英

公益社団法人日本理学療法士協会 代議員
公益社団法人福岡県理学療法士会 理事
医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
理学療法科 科長

令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

坂口　文宏 福岡医療専門学校　理学療法科　学科長 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

坂口　重樹 Synapse　代表 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

渡邉　剛 吉村病院　理学療法士 令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年）

第１回　令和２年１１月２１日（土）１５：１０～１７：１０
第２回　令和３年　１月３０日（土）１５：００～１７：００

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

  今年度は教育課程編成委員から意見をいただいたなかで、以下の2点について活用していくことを決定した。
病院等の医療機関において、看護部に比べリハビリテーション部門の感染症対策意識が低い傾向があるため、清潔・不潔
の教育をもっと徹底して行なってもらいたい。コロナ禍でもあり、その必要性・重要性は高く、医療従事者としては必須の概
念でもある。専門基礎科目等の講義・演習等に含め、実習前・後の評価項目として加えることとし、今まで以上に、しっかり
身につけたうえで臨床実習に臨むことをして欲しい。
　診療参加型の臨床実習教育では、理学療法士としての実践力が不足する傾向にある。特に、統合と解釈に関しては何ら
かの対策・補足を講じることが必要である。これらについては、実習前後の紙上患者等を活用し、講義・演習等で繰り返し
補っていく方法が良い。以上の意見を活用し、今後も更に充実した教育活動ができるように努めていく。

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

（開催日時実績）
  年間開催数は年２回。開催時期は毎年６月と１１月。（新型コロナ感染症の影響で開催日時変更）



２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

臨床実習
見学実習Ⅰ（早期）

　見学実習Ⅰでは、実際の医療施設での見学実習を行う。実際の理学
療法士の仕事の業務や他職種との連携を目の当たりにし、チーム医療
についてのイメージを身に着ける。また、社会人としてのマナーや接遇
について、実際の患者様やスタッフのやり取りを通して学ぶ。これから
学習していく理学療法についてのモチベーションの向上とイメージを確
立させる。

池田病院、貝塚病院、堺整形外科医院
福岡スポーツクリニック、佐田整形外科病
院、早良病院、白十字病院、福岡整形外
科病院等
総数５３施設

臨床実習
見学実習Ⅱ（ADL)

　介護支援を実体験することにより、施設利用者のＡＤＬを中心とした活
動制限の実態を把握する。また、態度や話し方などをはじめとする情意
領域での気づきを深める。

介護老人保健施設 M．T奈多ケア院、介
護老人保健施設 寿夢の郷、介護老人保
健施設 同朋、介護老人保健施設 ニュー
ライフ須恵等
総数１２施設

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

　検査測定・評価及び治療に関する知識、技術を全般にわたって向上させるために、臨床実習指導者は理学療法に関し
相当の経験を有する理学療法士とし、免許を受けた後５年以上業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨
床実習指導者講習会等を修了した者とする。
　臨床実習は、毎年行われる臨床実習指導者会議で決定した方針に従い、学校と実習施設双方の協力のもと臨床実習を
実施する。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

　臨床実習を実施する前に、連携先の実習施設の指導者を本校に招き、臨床実習指導者会議を実施する。指導の方針の
確認並びに、実習生の評価方法の統一を図る。
　臨床実習先では、学内教育で修得した評価法を、臨床実習指導者の指導・監督の下、個々の患者に適応させながら実
践する。現場で得られた評価結果に基づき治療プログラムの作成し、治療を実践する。その後、定期的な再評価を実施す
ることにより、作成したプログラムの妥当性を臨床実習指導者とともに検証し、知識・技術を深化させる。
　本校教員は定期的に臨床実習施設を訪問し、臨床実習指導者と連携をとりながら実習生を指導する。実習終了時には、
福岡統一形式臨床実習成績評価表に準じた各施設でのA～E判定（７０点分）に加えて、症例発表やレジュメなどの学内評
定（３０点分）を加算し、臨床実習の評価・単位認定を行う。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

臨床実習
（長期実習Ⅱ）

　臨床実習の総括として位置付け、臨床実習指導者の指導・監督のも
と、長期実習Ⅰでの経験を活かし、一貫したプログラムの作成、経過観
察、治療及び再評価をとおして、その適否や有効性を深く考察すること
により臨床応用能力を修得する。

出水総合医療センター、高良台リハビリ
テーション病院、誠愛リハビリテーション病
院、」牟田病院、諸岡整形外科病院等
総数５５施設

臨床実習
（検査測定・評価実習）

　検査測定実習では、既習範囲の基本的検査及び測定の実施法、選
択、解釈について、実際の患者等に対して実施する。同時に患者等へ
のアプローチや問診、検査方法（手順）等の技能及び態度を学ぶ。
　評価実習では、臨床的問題を解決するために、理解している知識を
総動員し、適切な情報を集め、問題を同定し仮説を証明するための計
画を立てる。それによって得られた結果の解釈を分析・統合し、治療方
針を決定できるようになる。

貝塚病院、久留米大学病院、早良病院、
西福岡病院、福岡記念病院、二日市徳洲
会病院、渡辺整形外科病院等
総数５３施設

臨床実習
（長期実習Ⅰ）

　臨床実習指導者の指導・監督のもと、検査測定・評価実習で修得した
技術を基にプログラムを作成し、治療を実施することによって、臨床現
場に必要な基礎能力を養い、その適否や有効性について考察できる能
力を修得する。

一寿会西尾病院、貝塚病院、北九州八幡
東病院、高良台リハビリテーション病院、
西福岡病院、福岡記念病院、福岡リハビ
リテーション病院等
総数５１施設



３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
　本校は、教員が学生に対し、社会のニーズに応えることのできる即戦力及び臨床能力の高い医療技術者を育てるため
に、より職業実践的な教育をすることを目的に掲げている。
　この目的を達成するためには、教員の資質向上は必須の条件となる。そこで、次に掲げた事項を進めることにより、教員
の資質向上の支援を行っている。
１．研修規程を定めて、計画的かつ継続的な研修受講を支援する。
２．本校附属臨床施設（福岡医療学院整骨院・福岡医療学院鍼灸院・福岡医療クリニック）での臨床経験を積むことによ
り、実際の現場での知識・技術の修得をすすめる。
３．外部機関（学会・研究会・研修等）に対して会場提供を積極的に行い、様々な分野での知識修得を奨励する。
（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

　研修名「第55回日本理学療法学術研修大会2020inおおいた　【e-ラーニング】」（連携企業等：日本理学療法士協会）
　期間：５月２９日（土）～５月３０日（土）【視聴機関 １２月３１日まで】　　　　　　対象：教員
　内容：100年ライフと理学療法士、ICFとSPDCA、OODA loop、呼吸・循環生理、運動学習、Evidence-based PTと診療ガイドライン
  に関して理解を深める。

　研修名「2020年度ボバース研修会オンライン研修会　上肢機能」（連携企業等：日本ボバース研究会九州ブロック）
　期間：２月２７日（土）～５月１９日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：上肢・手の機能の概要、脳神経科学的背景、脳卒中片麻痺患者の上肢・手の問題と治療について学ぶ。

　研修名「第1回福岡2地区研修会」（連携企業等：福岡県理学療法士会）
　期間：３月８日（月）　　　　　　対象：若手教員
　内容：脳卒中患者の理学所見・脳画像からら、予後予測と臨床推論について症例を通して考え、理解を深める。

　研修名「リンパ浮腫研修養成講座（実技講習）」（連携企業等：日本浮腫緩和療法協会）
　期間：３月２７日（土）～２８日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：リンパ浮腫に関する解剖学、生理学、用手的リンパドレナージ（ＭＬＤ）、弾性着衣または弾性包帯法（ＭＬＬＤ）、運動療
　法、患者指導について学ぶ。

　研修名「2020年度 第1回新リンパ浮腫研修」（連携企業等：一般財団法人ライフ・プランニング・センター）
　期間：３月１３日（土）～３月１４日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：リンパ浮腫の基礎知識、診断、複合的治療、領域別の基礎知識、リンパ浮腫治療における精神・心理的対応・マネジメ
　ント、ＥＢＭとガイドラインについて学ぶ。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他8件

②指導力の修得・向上のための研修等

　研修名「脳卒中・循環器病対策基本法と理学療法」（連携企業等：日本理学療法士協会）
　期間：８月３日（月）～２月２８日（日）　　　　　対象：教員
　内容：社会保障制度改革からみる基本法の背景、脳卒中・循環器病対策基本法の現状および概要や政府の取り組みについ
　て学び、専門的知識の向上を図る。

　研修名「実習報告会」（連携企業等：福岡医療専門学校）
　期間：１１月１１日（水）～１１月１２日（木），　３月１３日（土）　　　　　対象：教員
　内容：実習内容を検討し、効果的な学生にあった実習内容にする。

　研修名「第60回近畿理学療法学術大会」（連携企業等：公益社団法人 日本理学療法士協会 近畿ブロック）
　期間：２月６日（土）～２月７日（日）　　　　　対象：教員
　内容：診学会参加の意義や理学療法士の今後、生涯学習・キャリア形成について探る。

  研修名「2020年度教員研修会」（連携企業等：全国リハビリテ-ション学校協会）
　期間：３月１０日（水）　　　　　　対象：教員
　内容：リモ－ト授業における効果的なグル－プワ－クの構築について学び、教育能力を知識と技法の両面で向上させる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他6件

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

　研修名「校友会」（連携企業等：福岡医療専門学校）
　期間：６月２０日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：スポーツ障害とコンディショニングについて学ぶ。

　研修名「令和3年度　第2回北九州支部研修会（Zoom開催）」（連携企業等：公益社団法人 日本理学療法士協会九州ブロッ
　ク）
　期間：７月４日（日）　　　　対象：教員
　内容：心臓リハビリテーションの基礎と有効性について学ぶ。

　研修名「第2回北九州2地区研修会」（連携企業等：福岡県理学療法士会）
　期間：８月５日（木）　　　　　　対象：教員
　内容：COVIT-19感染後の理学療法について学ぶ。



４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（２）学校運営
・運営方針 ・事業計画 ・運営組織,意思決定効率化 ・人事,賃金制度
・意思決定システム ・情報システム化等による業務効率化

（３）教育活動
・教育目標,育成人材像,到達レベル ・カリキュラム ・授業評価 ・教員確
保 ・単位認定 ・資格取得

（４）学修成果
・就職率向上 ・資格取得率向上 ・退学率低減 ・社会的活躍,評価の把
握

（１）学校関係者評価の基本方針

　本校は自己点検・自己評価委員会を設置して、①教職員全員による自己点検・評価、②学校関係者（企業等の役員又は
職員、地域住民、保護者、校友会会長等）による評価を実施し、その結果についてこの報告書にまとめ、ホームページに公
表する。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 ・理念,目的,育成人材像　・学校の特色　・学校の将来構想

（５）学生支援
・就職,進学 ・学生相談 ・経済的支援 ・健康管理 ・課外活動 ・生活環
境 ・保護者連携 ・卒業生支援

②指導力の修得・向上のための研修等

　研修名「第34回 教育研究大会・教員研修会」（連携企業等：全国リハビリテーション学校協会）
　期間：１０月２３日（土）～１０月２４日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：リハビリテーション専門職教育の再する。

　研修名「第48回理学療法士養成施設教員教員等講習会」（連携企業等：厚生労働省及び（公財）医療研修推進財団）
　期間：８月１６日（月）～９月４日（土）　　　　　　対象：教員
　内容：教職の意義、教育の基礎理論、教育課程、指導法、学生指導、教育論、リハビリテーション領域の教育について学び、
　教員ならびに臨床実習施設における指導者の養成を図る。

　研修名「実習報告」（連携企業等：福岡医療専門学校）
　期間：７月１０日（土）、１１月、　３月　　対象：教員
　内容：実習内容を検討し、効果的な学生にあった実習内容にする。

　研修名「FD・SD研修会」（連携企業等：福岡医療専門学校）
　期間：１１月１３日（土）～１１月８日（日）　　対象：教員
　内容：自己学習研究意欲向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他27件

　研修名「九州理学療法士学術大会2021」（連携企業等：公益社団法人 日本理学療法士協会九州ブロック）
　期間：１０月１６日（土）～１０月１７日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：「理学療法のEPDCA－評価・科学的根拠そしてマネジメント」と題し、PDCAサイクルを評価と科学的根拠を以って探求
　し、運用のマネジメント力を培う。

　研修名「令和3年度　専門理学療法研修会（リモート開催）)」（連携企業等：福岡県理学療法士会）
　期間：１１月７日（日）　　　　　　対象：教員
　内容：内部障害のフィジカルアセスメントについて学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他23件



種別

地域住民

有識者

卒業生

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

（８）財務 ・中長期的財務基盤 ・予算,収支計画

（９）法令等の遵守 ・法令,設置基準等 ・個人情報保護 ・自己点検,自己評価の実施等

（１０）社会貢献・地域貢献 ・社会貢献の実施 ・学生ボランティア活動支援等

（６）教育環境
・施設,設備 ・学外実習,インターンシップ,海外研修等の実施 ・防災体
制

（７）学生の受入れ募集 ・学生募集活動,教育成果 ・入学選考 ・学納金

　　　令和3年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

北原　孝子 朝日ホーム有限会社　顧問
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

令和2年度は自己点検・評価報告書を資料にして、教職員と意見交換を実施しながら、学校関係者評価委員会を行った。
【本学院並びに本学科に対する提言は以下の通り】
1.国家試験全員合格の目標に向け、国家試験対策の早期始動を望む。
2.職業実践専門課程を指導する教員において、更なる知識向上に努めるため、FD研修や外部研修会への積極的な参加
の継続を推奨する。
3.知識・技術・人間性を兼ね備えた人材を育成する上で、「道徳教育および社会人教育」が重要である。今後の職業実践専
門課程の中で「道徳教育および社会人教育」を反映させ、更なる人間性重視の人材育成に期待する。
以上の学校関係者評価委員より得た意見を、運営会議、教職員会議等において学校全体で共有し活用する。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

東　りか はり灸院・整骨院・整体院Re.庵 代表10期卒業生
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

下迫　勇夫 福岡医療専門学校　非常勤講師
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

上野　啓介 うえの整骨院　院長　６期卒業生
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

行徳　倫子
医療法人正明会　諸岡整形外科病院　看護部
管理者

令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

木下　健一郎 有限会社ひかり(通所介護ライズ)　代表取締役
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

山中　知愛 医療法人西福岡病院　放射線科　科長
令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年）

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 ・教育理念　・概要と沿革

（２）各学科等の教育
・理学療法科紹介 ・カリキュラム,取得単位数,目指す資格
・理学療法士の概要,国家試験合格実績

（ホームページ・毎年度７月末）
URL:http://www.jusei.ac.jp/outline/hyoka.html

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

　企業等の学校関係者に対する情報提供は、本校ホームページにおける情報公開を基本とする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

（６）学生の生活支援 ・学生寮

（３）教職員 ・主たる教員紹介およびセミナー紹介

（４）キャリア教育・実践的職業教育 ・セミナー ・臨床実習 ・就職キャリア支援 ・主な就職先

（５）様々な教育活動・教育環境 ・学生へのフォローアップ ・施設,設備

http://www.jusei.ac.jp/outline/hyoka.html


（７）学生納付金・修学支援 ・学納金納入 ・奨学金 ・入学前サポート

（８）学校の財務 ・事業報告書 ・計算書類

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:http://www.jusei.ac.jp/outline/hyoka.html

（９）学校評価
・第三者評価 ・一般社団法人リハビリテーション評価機構 認定証
・学校関係者評価 ・自己点検,自己評価

（１０）国際連携の状況 ・海外研修

（１１）その他

（ホームページ）

http://www.jusei.ac.jp/outline/hyoka.html


必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

○

心理学 　患者等の心理をより深く認識するとともに、心
理面でのサポートをするための知識を身につけ
る。

1
①②

60 4 ○ ○ ○

○

表現法Ⅰ 　社会通念上必要な敬語、接遇などの学習をとお
して、医療人として患者等に対する適切な接遇能
力を修得する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

○

表現法Ⅱ 　表現法Ⅰで修得した接遇をさらに深化させ、医
療人として患者等や臨床実習指導者に対する適切
な接遇、及び文章表現力（レポート、論文等）を
修得する。

2
通

30 2 ○ ○ ○

○

社会学 　生命倫理、人権とその尊厳について学び、社会
集団とその発達・課題について理解を深めること
によって、コミュニケーション能力、プレゼン
テーション能力を修得し、よりよい社会人として
の資質を身につける。

1
①②

60 4 ○ ○ ○

○

生物 　からだの構造やその働きを動植物を通して学ぶ
ことによって、基礎医学に必要な人体の機能を統
計立てて理解する能力を修得する。

1
①
2
①

30 2 ○ ○ ○

○

保健体育 　自ら体力の向上と把握に務め、健康管理と安全
教育の徹底を行うとともに、自主自立の精神を身
につける。

1
通
3

①②

90 2 ○ ○ ○

○

外国語Ⅰ 　医療に関する英語を学習することによって、国
際化及び情報化社会に対応できる能力を身につけ
る。

1
通
2
通

60 4 ○ ○ ○

○
外国語Ⅱ 　外国語Ⅰの知識をもとに、医療人として必要な

専門的知識を英語で理解できる能力を修得する。
3

①②
30 2 ○ ○ ○

○

解剖学Ⅰ 　主として、解剖学概説、骨格、筋、脈管、体表
解剖の学習をとおして、人体の構造と機能および
心身の発達を系統立てて理解する能力を修得す
る。

1
①②
4
通

120 4 ○ ○ ○ ○

○

解剖学Ⅱ 　主として、組織、内分泌、内臓、神経、感覚
器、映像解剖の学習をとおして、人体の構造と機
能および心身の発達を系統立てて理解する能力を
修得する。

1
通
4
通

120 4 ○ ○ ○ ○

○

生理学Ⅰ 　主として、基礎、血液、循環、呼吸、消化吸
収、栄養代謝、体温、尿、生殖の学習をとおし
て、身体に起こる化学的変化を生理学として捉
え、理解する能力を修得する。

1
①②
4
通

120 4 ○ ○ ○

○

生理学Ⅱ 　主として、内分泌、骨、体液、筋肉、神経、感
覚の学習をとおして、身体に起こる化学的変化を
生理学として捉え、理解する能力を修得する。

1
通
4
通

120 4 ○ ○ ○ ○

○

運動学Ⅰ 　力学基礎や上肢・下肢・体幹の運動について学
び、その運動を基礎として動作や行為を論理的に
説明できる知識を習得する。

1
通
2
①

90 3 ○ ○ ○ ○

○

運動学Ⅱ 　力学、解剖学及び生理学を身体運動の基礎的知
識を活用して理解するとともに、動作や行為を論
理的に説明できる知識を習得する。

2
③
3

①②

60 2 ○ ○ ○

                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

授業科目等の概要（旧カリキュラム）

（医療専門課程　理学療法科）令和3年度　旧カリキュラム
分類
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○

人間発達学 　小児に対して理学療法を実践する上で必要とな
る正常発達の過程について、中枢・運動器系及び
その他の相互作用の面から理解を深める。

1
①②

30 1 ○ ○ ○

○

病理学概論 　病理学は疾患像を把握するために最も重要な科
目であり、総論・各論と基礎病変をとおしてその
定義を正確に理解する。

2
①②
4
通

90 3 ○ ○ ○ ○

○

一般臨床医学Ⅰ 　自己免疫疾患、呼吸器疾患、循環器疾患などの
疾患像を把握し、その疾患への対応の重要性を認
識しつつ、臨床医学を現場で発揮できる能力を身
につける。

2
①②
3
①

90 3 ○ ○ ○ ○

○

一般臨床医学Ⅱ 　健康、疾病及び障害について、心電図や血圧計
などの器具を用いて、予防と回復過程に関する医
学的な知識、並びに患者等心理を熟考できる技術
を修得し、理解力、観察力、判断力を身につけ
る。

2
②
3

①②
4
通

90 3 ○ ○ ○ ○

○

整形外科学 　骨関節疾患を中心とした手術法や術後理学療法
の学習をとおして、整形外科疾患に対する病態や
疾患像についての理解を習得する。

2
①②

60 2 ○ ○ ○

○

神経内科学 　神経疾患の障害像を認識しつつ、その医学的対
処法などを理解し、解剖学を基盤とした神経の知
識を神経脱髄疾患などに応用する能力を修得す
る。

2
①②

60 2 ○ ○ ○

○

精神医学 　心と精神の構造を理解し、自己分析・他者の客
観的分析により、心理面から「病む」という状態
について理解する。

3
通
4
通

60 2 ○ ○ ○

○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 　リハビリテーションの適応疾患について概略を
知るとともに、評価、治療の基礎知識についての
学習をとおして、国民の保健医療福祉の推進のた
めに、理学療法士が果たすべき役割について理解
する。

1
②③

30 1 ○ ○ ○

○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ概論 　リハビリテーション領域について、全体を把握
することを目的とし、その中で理学療法の位置づ
け、役割について理解を深める。

1
①②

30 1 ○ ○ ○ ○

○
理学療法概論 　理学療法の歴史・関係法規をはじめとする理学

療法を取り巻く環境について理解する。
1

①②
60 2 ○ ○ ○

○

臨床運動学Ⅰ 　人間の動作や運動に関わる人体の解剖学的構
造、生理学的機能及び各種運動・動作との関係に
ついて理解する。

1
③
2

①③

60 2 △ ○ ○ ○

○

臨床運動学Ⅱ 　臨床運動学Ⅰで学んだ解剖学的構造、生理学的
機能を基に生体力学的変数と、運動障害がある場
合の各種運動・動作との関係や相違点について理
解を深める。

4
通

60 2 ○ ○ ○

○

理学療法評価学
Ⅰ

　理学療法評価学の総論、各評価法の意義、方
法、技術および評価結果の解釈と統合について、
講義、演習をとおして理解を深める。

1
②

30 1 △ ○ ○ ○

○

理学療法評価学
Ⅱ

　主として、上肢、下肢の６大関節を中心とした
学習をとおして、理学療法評価において欠かせな
い徒手筋力検査法を実技によって修得する。

3
①②

60 2 ○ ○ ○

○

理学療法評価学
Ⅲ

　理学療法評価学Ⅰ、Ⅱで身に付けた知識をさら
に深化させるため、肢位や体位の変化を少なくし
患者等への負担を減らすように技術を修得する。

2
③
3
①
4
通

60 2 △ ○ ○ ○

○

運動療法学Ⅰ 　運動療法の歴史、理論的体系とそのEBMを理解す
るとともに、治療体操、関節可動域運動、筋力増
強運動等、その他各種器具を使用した運動療法を
座学及び実技をとおして習得する。

2
①②

60 2 ○ △ ○ ○

○

運動療法学Ⅱ 　運動療法Ⅰの発展として、疾患別、障害別の運
動療法を理解するとともに、主として、中枢神経
疾患、神経筋疾患、骨関節疾患、代謝性疾患、切
断、熱傷、小児、老年期の運動療法を実施できる
能力を修得する。

2
③
3

①②

60 2 ○ △ ○ ○



○

運動療法学Ⅲ 　呼吸・循環器および代謝性疾患の概念・症状・
障害を理解することをとおして、治療学およびリ
ハビリテーション的な思考過程を身につける。

4
通

60 2 △ ○ ○ ○

○

物理療法学 　物理療法機器の種類やその科学的特性を理解す
るとともに、その目的、効果、適応、禁忌、操作
法について理解を深める。また各種疾患の身体的
特徴に適した機器を選択し、適応できる能力を身
につける。

2
通

60 2 ○ △ ○ ○

○

日常生活活動学
Ⅰ

　理学療法士の役割の視点から、基本的動作の臨
床観察ポイントを把握するとともに、各種疾患の
身体的特徴と、その日常生活活動について修得す
る。

2
①②

60 2 △ ○ ○ ○

○

日常生活活動学
Ⅱ

　日常生活活動学Ⅰの発展として、疾患別、障害
別の日常生活活動について理解し、その指導法や
技能を修得する。

2
③
3

①②

30 1 ○ ○ ○

○

義肢装具学Ⅰ 　義肢装具および車椅子、および歩行補助具につ
いて種類、構造、機能、適合判定について理解を
深めるとともに、基本的な訓練、技能を身につけ
る。

2
①②

30 1 ○ △ ○ ○

○

義肢装具学Ⅱ 　義肢装具Ⅰを基礎として車椅子、切断者におけ
る理学療法や、切断各種症例を検討することによ
り、さらなる理解を深める。

3
①②

60 2 〇 ○ ○

○
理学療法技術論
Ⅰ

　障害の程度を把握するために必要な検査・測定
技術及び各種疾患に対する介助法を修得する。

1
①

30 1 ○ ○ ○

○

理学療法技術論
Ⅱ

　理学療法評価のうち、検査実技及び各疾患への
検査の意義・方法・解釈について理解し、実施で
きる。

1
③
2

①②

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法技術論
Ⅲ

　運動器疾患に必要な整形外科的検査の意義・方
法・解釈について理解し、実施できる。

2
①

30 1 ○ ○ ○ ○

○

理学療法技術論
Ⅳ

　心疾患、呼吸器疾患の障害像を把握するととも
に、必要な検査・測定技術及びその疾患に対する
リスク管理や運動療法を修得する。

3
通

60 2 ○ △ ○ ○

○

理学療法技術論
Ⅴ

　義肢装具、車椅子及び歩行補助具について種
類、構造、機能、適合判定について理解を深める
とともに、各種疾患の身体的特徴に適した機器を
選択できる能力を身につける。

4
①②

30 1 ○ ○ ○

○

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 　地域におけるリハビリテーションの広がりとそ
の社会的背景を学ぶことによって、地域リハビリ
テーションの歴史とその沿革について理解する。

2
②

30 1 ○ ○ ○ ○

○

地域理学療法学
Ⅰ

　地域における理学療法の広がりとその社会的背
景を学ぶことによって、地域理学療法の歴史とそ
の沿革について理解する。

2
③
4
通

30 1 ○ ○ ○

○

地域理学療法学
Ⅱ

　地域理学療法学Ⅰの知識を応用し、理学療法士
としての家庭環境や社会環境への具体的なアプ
ローチについて理解を深める。

4
通

30 1 ○ ○ ○

○

生活環境論 　社会保障制度と実生活の繋がりを理解した上
で、ノーマライゼーションの定義に基づいた環境
整備の具体的な方法と、個人を取り巻く環境が与
える因子について理解する。

2
②

30 1 ○ ○ ○

○

見学実習 　病院・施設の機能、各医療従事者と患者等の関
わりや理学療法士の業務と範囲、さらに患者等の
抱える心理的・身体的・社会的な種々の問題点に
ついて学ぶ。

1
①

24 0 ○ ○ ○

○

ADL体験実習 　介護支援を実体験することにより、施設利用者
のＡＤＬを中心とした活動制限の実態を把握す
る。また、態度や話し方などをはじめとする情意
領域での気づきを深める。

2
②

23 0.5 ○ ○ ○



○

検査測定・評価
実習

　検査測定実習では、既習範囲の基本的検査及び
測定の実施法、選択、解釈について、実際の患者
等に対して実施する。同時に患者等へのアプロー
チや問診、検査方法（手順）等の技能及び態度を
学ぶ。
　評価実習では、臨床的問題を解決するために、
理解している知識を総動員し、適切な情報を集
め、問題を同定し仮説を証明するための計画を立
てる。それによって得られた結果の解釈を分析・
統合し、治療方針を決定できるようになる。

3
②

158 3.5 ○ ○ ○

○

長期実習Ⅰ 　臨床実習指導者の指導・監督のもと、検査測
定・評価実習で修得した技術を基にプログラムを
作成し、治療を実施することによって、臨床現場
に必要な基礎能力を養い、その適否や有効性につ
いて考察できる能力を修得する。

3
③

315 7 ○ ○ ○

○

長期実習Ⅱ 　臨床実習の総括として位置付け、臨床実習指導
者の指導・監督のもと、長期実習Ⅰでの経験を活
かし、一貫したプログラムの作成、経過観察、治
療及び再評価をとおして、その適否や有効性を深
く考察することにより臨床応用能力を修得する。

4
①

315 7 ○ ○ ○

○

解剖学基礎 　入学直後より実施し、解剖学の予習と位置付
け、解剖学履修前に、骨格筋、脈管、体表解剖に
ついての理解を深める。

1
①

16 ○ ○ ○

○

生理学基礎 　入学直後より実施し、生理学の予習と位置付
け、生理学履修前に、血液、循環、呼吸、消化吸
収、栄養代謝、体温、尿、生殖についての理解を
深める。

1
①

16 ○ ○ ○

○
進級学力演習
〈解剖・生理〉

　解剖学・生理学の総括と位置付け、筋肉、骨、
神経、内臓、感覚等についての理解を深める。

1
③

16 ○ ○ ○

○
進級学力演習
〈臨床医学・PT
基礎〉

　生理学の総括と位置付け、筋肉、骨、神経、内
分泌、感覚等についての理解を深める。

2
③

16 ○ ○ ○

○

進級実技演習
〈ROM・形態測
定〉

　臨床実習に対応できるよう、関節可動域測定お
よび形態測定の技術修得を目的として、少人数制
講義を取り入れる。

1
③
2
③

32 ○ ○ ○

○

進級実技演習
〈評価〉

　臨床実習に対応できるよう、バイタルサインの
測定・評価を中心とした技術修得を目的として、
少人数制講義を取り入れる。 2

③
8 ○ ○ ○

○

進級実技演習
〈介助〉

　臨床実習に対応できるよう、これまで学んだADL
の知識を総括するとともに、少人数制講義を取り
入れ各疾患における介助技術を修得する。

1
③

16 ○ ○ ○

○
読影法 　X線やCT、MRI画像についての基本的な読影法を

習得する。
2
③

16 ○ ○ ○

○

リンパ浮腫治療
学Ⅰ

　日本におけるリンパ浮腫の現状やリンパ浮腫の
治療、並びに循環器系の全体像、血液とリンパ液
の循環などの基礎医学知識を修得する。

1
③

16 ○ △ ○ ○

○

リンパ浮腫治療
学Ⅱ

　リンパ浮腫治療の適応と禁忌、指導管理を理解
し、リンパ浮腫患者に対する多層包帯圧迫法など
の治療技術を修得する。

2
③

32 ○ ○ ○

○

リンパ浮腫治療
学Ⅲ

　リンパ浮腫治療の適応と禁忌、指導管理を理解
し、リンパ浮腫患者に対するドレナージなどの治
療技術を修得する。

3
②③

34 ○ ○ ○

○

脳卒中リハビリ
テーション学

脳血管障害の疾患・障害像を把握し、必要な検
査・測定技術及びその疾患に対するリスク管理や
運動療法を修得する。

3
①②

60 ○ △ ○ ○

○

小児リハビリ
テーション学

　脳性麻痺を中心とした小児疾患について、リハ
ビリテーションの視点から学習する。関連する補
装具、地域支援などについて知見を広める。

3
①②
③

25 ○ ○ ○

○
臨床実習演習 　検査測定・評価実習に必要な基礎学力の向上

や、課題レポートやレジュメ作成に必要な技術を
学習する。

3
①②

46 ○ ○ ○



○

総合演習Ⅰ 　理学療法評価学の知識を活用して、得られた情
報からの統合・解釈を展開し、国家試験問題への
対応力を身につける。

4
通

54 ○ ○ ○

○

総合演習Ⅱ 　整形外科理学療法の知識を活用して、得られた
情報からの統合・解釈を展開し、国家試験問題へ
の対応力を身につける。

4
通

64 ○ ○ ○

○
総合演習Ⅲ 　X線やCT、MRI画像の読影法について、国家試験

問題への対応力を身につける。
4
②

10 ○ ○ ○

　　　６８科目

（留意事項）

合計 ３４２０単位時間(１１４単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

　学年末・各学期末に行う試験・実習の成果・履修状況等を総合的に勘案し行う。
　出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その科目について評価を受けることができな
い。
　毎学年ごと授業日数の３分の１以上欠席したものは進級、卒業せしめないとする。

１学年の学期区分 ３期

１学期の授業期間 １３週

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。
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〇

社会学 　法治国家である以上、憲法を中心とした法体系
の中で国民一人ひとりの生活が成立している。自
然科学領域を学ぶ皆さんの日常もこの例に洩れな
い。この国家の成り立ちは、一般的には「国民国
家」と呼ばれている。国民国家を成立させること
こそが「近代」の必須条件である。本授業では、
「近代」を成立させる必須条件、すなわち①領土
②国民③統治機構をそれぞれ紹介しながら、ヨー
ロッパで成立した近代国家の史的展開を熟考した
いと考えている。

1
前

30 2 〇 〇 〇

○

生物 　本講義では生物としてヒトを取り扱い、科学
的・論理的思考の基盤に、専門科目への理解の足
掛かりとなる内容を講義する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

〇

表現法 　表現法の学習に関して、皆さんが留意すること
は、表現に関する知識及び技能を確実に習得し、
これらを活用して実践的に課題を解決することで
ある。つまり、学習内容を社会生活の中で常に実
践する意欲を持つことが重要である。

1
前

30 2 〇 〇 〇

○

人間関係論 　本科目では、良好な人間関係の構築を目的に、
人間関係の基礎的理論および人間関係をつくる理
論や技法を学ぶ。さらに、演習を通して、自己理
解および他者理解を深め、他者との協同について
体験する。

2
後

30 2 〇 △ 〇 〇

○

外国語 　本講義では、医療現場で使えるより実践的な英
会話をそれぞれの事例に即して進めていく。この
具体的事例は、大きく分けると窓口での受付、電
話での応対、主訴を聞く、検査の手順を説明す
る、会計を行う、などで必要なフレーズを学習し
ていく。またその他に、教養英語についても単元
の中で取り入れていきたい。また後半では、総合
英語から専門課程で学ぶ医療英語への橋渡しがで
きるように、リハビリテーション領域で多く遭遇
する疾患ごとに解説する。

2
通

30 2 〇 〇 〇

○

解剖学Ⅰ 　本講義は、ヒトの身体の構造及び機能を体系的
に学んでいく。対象者の健康状態に応じて、科学
的根拠に基づいた理学療法を安全かつ確実に実践
するために、解剖の基礎となる、骨筋系、脈管
系、体表解剖を身体の特徴を紹介しながら、皆さ
んの理解が深まるように進めていきます。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○

解剖学Ⅱ 　解剖Ⅱでは、人体を構成する内臓系や神経系が
身体のどの部位にあるのか、各器官の形態・構造
およびその機能と各器官が果たす役割について学
ぶ。

1
通 60 2 ○ ○ ○

○

解剖学Ⅲ 　1年次に履修した内臓系、内分泌系、神経系、感
覚器系と言った一連の領域を微細に再確認してい
く予定である。対象者の心身能力を正確に評価す
る客観性を担保するには、この一連の領域をしっ
かり身につけておく必要がある。この講義を遺漏
なく理解すれば、臨床的な思考過程の育成に役立
つとともに、ハイレベルの知識も習得できる。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○

解剖学Ⅳ 　1年次に履修した運動器系の領域を微細に再確認
していく予定である。理学療法の目的は対象者の
基本的動作能力の回復である。対象者の動作能力
を正確に評価する客観性を担保するには、人体運
動学が必要であるが、そのベースとなる運動器系
の解剖学は必修となる。また、様々な運動器系の
疾患の理解にも必修となる。その臨床的な思考過
程の育成に役立つよう講義を進める。

4
通

30 1 〇 〇 〇

場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

授業科目等の概要（新カリキュラム）

（医療専門課程　理学療法科）令和3年度　
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法



○

生理学Ⅰ 　対象者の健康状態に応じて、科学的根拠に基づ
いた理学療法を安全かつ確実に実践していくため
に、正常な生命維持を行うために必要な人体の構
造と機能を細胞レベルから理解し、またその役割
や組織間の連携について詳しく学習する。

1
通

60 2 ○ ○ 〇

○

生理学Ⅱ 　対象者の健康状態に応じて、科学的根拠に基づ
いた理学療法を安全かつ確実に実践していくため
に、正常な生命維持を行うために必要な人体の構
造と機能を細胞レベルから理解し、またその役割
や組織間の連携について詳しく学習する。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○

生理学Ⅲ 　生理学は人体の機能を明らかにし、その機能が
どのような機序で現れるかを追求する学問であ
る。現在の生理学は、解剖学的知識や実験などに
より得られた科学的証拠に基づき構築されてい
る。その成果は臨床医学の領域で病気の治療に不
可欠な知識を提供している。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○

運動学Ⅰ 　運動学は人間の運動の科学、運動を研究する学
問などと定義される。運動学は解剖学、生理学、
物理学、心理学、社会学などの多くの学問体系を
統合した上に成り立っている。また、基礎となる
科学領域の発展は目覚ましいものがある。1年次の
運動学Ⅰではまず、人間の身体運動を理解するた
めに必要な人体の構造と機能、力学について学
ぶ。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○

運動学Ⅱ 　本講義の主眼は、身体運動を分析する際の基本
的知識、技術、思考を習得する点にある。この具
体的手段は、運動学習及び運動処方の実情を理解
することから始めていく。
理学療法士にとって、運動学習及び運動処方は良
質の運動療法を進めるうえで非常に重要である。
本講義は、実際に対象者の運動療法を進めるうえ
で必須となる基礎的思考を実践的に紹介していき
たい。また、理学療法士の能力の根幹と言われる
動作分析に着目し、運動学の観点から理解を深め
ていく。基礎動作及び歩行に着目し学んでいくだ
けでなく、観察手法としての記録作成も含めて進
めていく。動作障害の原因を推論する為には、基
本動作が成り立つために必要な「動作メカニズ
ム」を理解する事が重要である。動作のメカニズ
ムに着目し分析する事が、障害動作の推論をより
確実なものとする。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇

人間発達学 　本講義では、 胎児期から新生児期、乳児期、学
童期に至るまでの身体的な発達、精神的な発達を
それぞれの時期に則してその特徴を紹介してい
く。 発達のメカニズム及び反射・反応は、こども
のリハビリテーションを熟考するうえで必須の知
識となる。臨床現場における基礎的思考を養うと
ともに、対象者の状態を包括的にとらえた理学療
法が実践できることへの礎となることを目的とす
る。

1
通

30 1 〇 〇 〇

○

精神医学Ⅰ 　 精神の病気が時と状況によっては誰にでも生じ
るもので、決して特殊なものではないことを学
ぶ。精神医学の特色と身体医学との比較で学び、
精神障害に関する概念について学ぶ。臨床におけ
る精神科領域の疾患の症状と治療を学ぶ。

2
通

30 1 〇 〇 〇

○

精神医学Ⅱ 　精神医学Ⅰでの履修内容を再確認し理解を深め
る。代表的な精神疾患に対し治療の基本的な流れ
を理解することを目指す。理学療法を安全に実施
するために、精神疾患の対象者の健康状態を理解
する。

4
通

30 1 〇 〇 〇

○

病理学Ⅰ 　病理学は疾病の原因とその成り立ちを追求する
ことにより、病気の本体を明らかにし、治療に直
結する学問である。すなわち、医学・医療の最も
基本的な学問であり、医療に携わる者の必須の学
問と言える。本講義では、卒後、リハビリテー
ションに携わるにあたって、疾病に直面するたび
に常に病理学に立ち返り、疾病を深く理解したう
えで、より良き医療の行える医療人となるようわ
かりやすく解説する。

2
通

60 2 〇 〇 〇



○

病理学Ⅱ 　病理学は基礎医学と臨床医学の架け橋であるた
め、病態生理の正しい理解が必要となります。病
理学Ⅱでは、病理学Ⅰで学んだ病因論・病原論・
病態論の理解度を確認し、それが生活にどのよう
に影響を与えているかを学ぶ。

4
通

30 1 〇 〇 〇

○

一般臨床医学Ⅰ 　理学療法士は身体障害を対象とし、近年では内
部障害に対する理学療法は非常に重要度が高まっ
ている。また、運動器の障害を抱えている高齢者
は、他に多くの内科疾患を併せ持つことは既知の
とおりである。本講義では、リハビリテーション
に携わるにあたって必要な内部障害をわかりやす
く解説する。

2
通

60 2 〇 〇 〇

○

一般臨床医学Ⅱ 　近年、リハビリテーション領域において心疾患
のリハビリテーションの需要は高まっている。現
場で心疾患患者に対する理学療法を行ううえで、
心電図を読み取る力は病態を把握するだけでな
く、リスク管理を行ううえでも非常に重要とな
る。本科目では、対象者の状態に応じて、科学的
根拠に基づいた理学療法を安全かつ確実に実践で
きることを目的に正常心電図の復習から始め、各
心疾患の異常心電図を読み取る力を養う。

2
後

30 1 〇 〇 〇

○

一般臨床医学Ⅲ 　2年次に履修した一般内科学及び神経疾患を中心
に、代表疾患の概要を学び、様々な内部障害の所
見と考えられる疾患を理解し、臨床で活かせるよ
うその知識を再度整理することに重点を置く。

4
通

30 1 〇 〇 〇

○

神経内科学 　理学療法士は、主としてQOLに何らかの支障をき
たす方々を対象としている。本講義で取り上げる
神経疾患は、このQOLを大きく損なう要因の1つと
して推考できる。それゆえ理学療法士にとって神
経疾患のリハビリテーションは、充分に理解する
必要がある。ここでは、多種多様な運動障害を呈
する神経疾患を1つ1つ丁寧に解説していく予定で
ある。本講義を通して一人ひとりが、神経生理学
の基礎から各神経疾患における特徴まで、ある程
度深い知識を得られるように板書を中心に進めて
いく。

2
後

30 1 〇 〇 〇

○

整形外科学 　整形外科領域におけるリハビリテーションは、
脳卒中リハビリテーションと並んで理学療法士に
とって重要な領域であり、大きな役割を担ってい
る。本講義では、整形外科学的診断学と治療法の
基本から、理学療法士が関わることの多い疾患・
外傷をメインにじっくりそしてわかりやすく紹介
していく。

2
通

60 2 〇 〇 〇

○

薬理学 　薬物治療とリハビリテーションは、相互に連関
していることから、薬物に対する十分な知識を必
要とする。将来理学療法士として、対象者が服用
している薬物の的確な把握は、自らが進めるリハ
ビリテーションに多きな影響を与えると予見でき
る。ここでは、理学療法を安全かつ確実に実践す
る能力を養うために必要な薬理学に関する知識
を、人体の生理機能を復習しながら学んでいく。

2
後

30 1 〇 〇 〇

○

臨床心理学 　“心身一如”“心身相関”という言葉があるよ
うに、人間の心と身体は密接な関係があり、理学
療法の対象者には、常に心身両面の配慮が必要で
ある。本科目では、臨床心理学について学び、人
間の心についての知識や理解を得る。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇

リハビリテー
ション概論

　リハビリテーションとは何か？その本質を体系
的に学び、医療、福祉、保健について包括的に理
解することを目的とする。また、リハビリテー
ションの奥深さに触れ、豊かな人間性と高い倫理
観を身につけ、疑義を楽しみ能動的学習の礎を築
く。

1
前

30 1 〇 〇 〇 〇



〇

リハビリテー
ション医学

　リハビリテーション医療を実践する上で必要な
リハビリテーション医学の基本的な考え方を身に
付けるために、リハビリテーション医療の流れや
様々な障害に対しての医学的な基礎知識を理解す
ると共にリハビリテーションに必要な専門的知識
を習得する。また、変化し続ける保健・医療・福
祉に貢献する能力をつけるべく、保健・医療・福
祉分野の課題に対して、多職種と連携を図り協働
し、専門職業人として生涯にわたり研さんし続け
るための基本的な考え方についても学ぶ。

1
後

30 1 〇 〇 〇

○

保健医療福祉概
論Ⅰ

　理学療法は、元来治療法であり医学的リハビリ
テーションの中に位置づけられ、活躍現場は病院
（医療現場）が主であった。しかし、今日に至っ
ては、急性期・回復期のみならず、生活期（福祉
領域）に領域は拡大され、さらに、予防の観点か
ら保健領域にまで職域は広がりつつある。本講義
では、社会と医療・保健・福祉との関係について
学び、また、それらの領域の各専門職の役割を把
握し、多職種連携のしくみと重要性を学ぶ。

3
通

30 1 〇 〇 〇

○

保健医療福祉概
論Ⅱ

　この講義では、保健、医療、福祉とは何かにつ
いて学習する。また、それに関連した関係法規と
制度の基礎知識や基礎理論について学ぶととも
に、理学療法士として住民の健康な生活を支える
ための制度とその活用方法を学ぶ。

4
前

30 1 〇 〇 〇

〇

理学療法概論 　理学療法の全体像を学び、理学療法の専門的知
識や実践的技能を段階的に習得し、専門職業人と
して生涯にわたり研さんし続ける礎を築く。

1
通

60 2 〇 〇 〇

〇

早期実践演習 　臨床実習に向けた準備を行い、見学実習に備え
るための知識・技術を身につける。また、医療職
としての接遇・態度などコミュニケーションにつ
いて学ぶ。

1
前

30 1 〇 〇 〇

○

臨床運動学Ⅰ 　臨床運動学Ⅰでは、1年次の基礎運動学を元に動
作分析、運動処方、運動学習に焦点を絞り、運動
学Ⅰ・生理学・臨床心理学の復習を加えながら学
習していく。
身体運動を生理的と心理的側面が関わる事を学術
的に理解するために、最新の研究をも紹介しなが
ら紹介していく予定である。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

○

臨床運動学Ⅱ 　理学療法の目的は基本的動作能力の回復であ
る。対象者の健康状態に応じて、科学的根拠に基
づいた理学療法を安全かつ確実に実践するために
は、運動学を身に付けることは必須となる。卒業
し臨床に出るにあたり、理学療法を行ううえでま
ず必要な運動学を、1～3年次に学んだ順に再度知
識を整理して習得する。基本的知識である運動学
を、理学療法の専門的知識に結び付け、臨床での
実践的技能に活かせることを目的とする。また、
同時に国家試験対策も行っていく。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○

臨床運動学Ⅲ 　人間発達学や小児の理学療法といった基礎を発
展させ、病態に応じた理学療法アプローチが実践
できるようになる。また、臨床で応用できるよう
にその知識を再度整理することに重点を置く。

4
通

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法管理学
Ⅰ

　これまでも理学療法管理に関する知識は「理学
療法概論」のなかで取り扱われていた。しかし、
今回の指定規則の改正で新たな科目として加わっ
てきたことを鑑み、本科目では狭義の管理にとど
まらず、その概念と方法論とを広義に理解・認識
することで、将来的に理学療法士として従事する
際に役立つよう制度の理解、組織の運営、倫理等
について理解を深めていくこととする。

3
通

30 1 〇 〇 〇



○

理学療法管理学
Ⅱ

　理学療法士の職場は、病院や施設、在宅、教育
施設や研究施設など多岐にわたる。様々な職場に
対応できるよう、それぞれの場面における管理や
マネージメントを学ぶことは重要である。本講義
では、3年次に学んだ理学療法管理学Ⅰを踏まえ
て、特に医療現場ではどのような点に気を付けな
がら理学療法を行うかというリスク管理について
理解をする。また、近年、予防医療が注目されて
おり、どの時期にどのような関わり方をするかと
いうことを理学療法の知識・技術の更なる社会還
元を目的とした関わり方を学ぶ。教育・研究のマ
ネージメントについて学んでいく。
理学療法における科学性の重要性について理解
し、研究の意義や目的、研究を行う上での具体的
な方法について、研究を行う上で必要な基本的知
識を含めて学ぶ。

4
後

30 1 〇 〇 〇

〇

理学療法評価学
Ⅰ

　本講義では、理学療法の専門的知識や実践的技
能を段階的に習得するための理学療法評価の概要
（総論）を解説すると共に、評価を構成する検
査・測定のうち、形態測定、関節可動域測定、日
常生活活動検査を実施できるよう実技演習を行っ
ていく。

1
前

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法評価学
Ⅱ

　実践的技能の段階的習得における初期段階とと
らえ筋の位置・走行や作用について、さらには適
切かつ再現性のある検査を習得することを目的と
して学んでいく。

1
後

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法評価学
Ⅲ

　理学療法はまず対象者の様々な状態を把握する
ことから始まる。このことを理学療法評価とい
い、情報収集・記録・統合と解釈の3つの要素から
成り立つ。
本科目では、このうち情報収集法にあたる各検査
法の知識および技術を修得するとともに、中枢神
経障害の障害について、疾患別に概要を学ぶ。

2
通

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法評価学
Ⅳ

　理学療法はまず対象者の様々な状態を把握する
ことから始まる。このことを理学療法評価とい
い、情報収集・記録・統合と解釈の3つの要素から
成り立つ。本科目では、このうち情報収集法にあ
たる各検査法の知識および技術を修得するととも
に、中枢神経障害と骨関節系の障害について、疾
患別に評価の概要を学ぶ。

2
通

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法評価学
Ⅴ

　評価学の集大成と言った位置づけで、本講義は
進めていく。再検討する内容は、国家試験対策と
して充分な知識を得ることができるため、各人が
復習を丹念に実施するよう心掛けていただきた
い。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○

運動療法学Ⅰ 　対象者の健康状態に応じた、科学的根拠に基づ
いた運動療法を、基本的な専門的知識の理解と実
践的技能を段階的に養うことを目的とし、障害と
運動療法との関係について、基本的な内容を中心
に学修していく。

1
前

30 1 〇 △ ○ ○

○

運動療法学Ⅱ 　運動療法学Ⅱでは、運動療法Ⅰの発展として、
科学的根拠に基づいた理学療法が実践できるため
に必要な病態及び障害の構造を理解し、対象者の
状態を統合・解釈する認知スキルや実践的技能の
獲得を目的とする。その中でも神経筋疾患、脊髄
損傷に着目し、疾患の理解と対応を学習してい
く。

2
後

30 1 〇 〇 〇

○

運動療法学Ⅲ 　本講義では、整形外科領域における解剖学と
言った位置づけで授業を進めていく。また本講義
の意図は、基礎的思考を充分に身につけていただ
きたい点にある。本科目では、整形外科疾患と脊
髄損傷の運動療法について疾患と理解と運動療法
の結び付けを深めることを目的とする。一般に多
くの人が体験する怪我の多くは整形外科分野であ
り、卒業後の理学療法で多く関わることが考えら
れる。2年時に履修した整形外科学の知識と理学療
法の実際を理解し、卒業後の理学療法実施に直結
できるような講義を実施していく。

4
通

60 2 〇 〇 〇



○

理学療法技術論
Ⅰ

　対象者の健康状態に応じて、科学的根拠に基づ
いた理学療法を安全かつ確実に実践するために、
学習した運動器疾患の病態や評価法、リスク管理
についての知識を統合し、運動器疾患の理学療法
を実践するための理学療法理論を学習する。

2
前

30 1 〇 〇 〇

○

理学療法技術論
Ⅱ

　脳卒中リハビリテーションは、理学療法士に
とって重要な領域であり、大きな役割を担ってい
る。本講義では、主に脳出血や脳梗塞を中心とし
た脳血管障害に焦点を当て、1年次に学習した解剖
学や生理学の知識を基に、中枢神経系の機能や構
造、階層性など基礎的な部分から、脳血管障害の
病態や評価法、病理学的異常や臨床症状、リハビ
リテーションの進め方など、急性期から維持期ま
での各病期における特徴を踏まえて学ぶ。更に、
中枢神経系の発達障害の中でも特に脳性麻痺に焦
点を当て、脳性麻痺に対する理学療法の専門的知
識や実践的技能を段階的に習得する。科学的根拠
に基づいた理学療法を安全かつ確実に実践できる
能力を身に付けることを目的とする。

2
前

30 1 〇 △ 〇 〇

○

理学療法技術論
Ⅲ

　理学療法技術論Ⅲでは、主に循環器、呼吸器な
ど、超高齢社会の日本ではなくてはならない分野
を行う。現在は、心臓や呼吸器に問題があると
いった器質的疾患を合併する運動器疾患患者や脳
血管疾患患者も増加しており、疾患の重症度を正
確に把握することが求められる。この科目では、
理学療法の効果を対象者の健康状態に応じて、最
大限引き出せるように科学的根拠に基づいた専門
知識・実践的技能を段階的に修得する。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

○

物理療法学 　我が国における物理療法の位置づけは「理学療
法士法及び作業療法士法」の中にある定義として
「主としてその基本動作能力の回復を図るため、
治療体操その他の運動を行わせ、電気刺激、マッ
サージ、温熱その他の物理的手段を加えることを
いう」と明記されているように、理学療法の治療
過程の中では運動療法と同様、物理療法も大きな
中核を担っている。
熱、電気、光などの物理的エネルギーを人体に用
いて効果を得る治療法であり、機器を用いて鎮
痛、身体的、精神的リラクセーション、循環の改
善などが目的としている。各種物理療法機器の種
類を学び、実際に起こる生体への影響を知った上
で、対象者の状態に応じた正しい機器の使用方法
やリスク管理ついて講義や実技を通して理解す
る。

2
前

30 1 〇 △ 〇 〇

○

日常生活活動学 　人の生活は、留まることなく24時間、365日心身
ともに常に変化するものである。また。その生活
は環境によって影響を受ける。理学療法士は、疾
患や身体的な側面からだけでなく、日常生活場面
から問題点を把握する視点を養うことが重要であ
る。本講義では、日常生活活動における関わりを
知り、対象者に合わせた日常生活動作指導を行う
為の基礎を学ぶ。また、ADLとQOLの相互関係を明
確にし、そのうえで各疾患別の一般的な特徴とADL
及びQOLのあり方を熟考し、各疾患に合わせた生活
指導を学ぶと同時に、基礎的な部分のみならず専
門的知識の定着化を図る。

2
後

30 1 〇 〇 〇

○

ADL実践演習 　臨床実習に向けた準備を行い、見学実習Ⅱ
（ADL）に備えるための知識・技術を身につける。
姿勢と動作の基礎知識、起居・移動・移乗・段
差・階段・歩行など日常生活動作を理解し、その
介助法を学ぶ。また、高齢者や身体不自由者の身
体的特性を考慮し、対象者に対して適切な動作指
導や介助技術を習得する。

2
前

30 1 〇 〇 〇

○

義肢装具学 　本講義では、義肢装具学の中からまず装具に焦
点を当て、理学療法士として装具を用いて適切な
アプローチが出来るようになるために、装具の目
的、構造、処方、適合判定の専門的知識や実践を
段階的に習得するための基礎を学ぶ。次いで義
肢・義足に焦点を当て、理学療法士として義肢・
義足を用いて適切なアプローチが出来るようにな
るために、義肢・義足の目的、構造、処方、適合
判定の専門的知識や実践を段階的に習得するため
の基礎を学ぶ。また、臨床場面において装具の適
応となる代表的な疾患について理解し、適切な装
具が選択できるように学ぶ。

2
後

30 1 〇 〇 〇



○

理学療法実践論
Ⅰ

　各疾患ごとの臨床像に基づいた理学療法を実践
する力を養います。実技を通じて各疾患に特異的
な検査測定・運動療法を実施し、正確性や技術力
を高めます。

3
前

60 2 〇 〇 〇

○

理学療法実践論
Ⅱ

　各疾患の病態・臨床像を整理し、理学療法評価
や理学療法アプローチについて立案および展開で
きる力を養います。演習を通じて自らの臨床思考
過程を発表することで、その思考過程をさらに吟
味し深めていきます。

3
後

60 2 〇 〇 〇

○

理学療法実践論
Ⅲ

　本講義では、卒業し臨床現場で各疾患に対して
科学的根拠に基づいた理学療法が確実に実践でき
るよう、特に脳血管疾患、神経筋疾患を中心に学
習する。より具体的な内容は、脳血管疾患領域で
は中枢神経系の神経組織、ニューロン、神経細胞
の種類、支持組織や伝導路などについて、解剖学
的発生機序も踏まえて検討していく。また、脳卒
中などの脳神経外科疾患についてもその病態や症
状について概説し、脳の構造と機能を十分に理解
しながら、実際の臨床でのアプローチについて学
んでいく。また、神経筋疾患に対しても、各種疾
患の病態や特徴を踏まえながら、具体的なアプ
ローチの方法を概説する。

4
通

60 2 〇 △ 〇 〇

○

理学療法実践論
Ⅳ

　本科目は1年生の時から培った内科疾患対する理
学療法、運動療法、物理療法の総括的な位置づけ
となり、各分野において基本的に臨床現場におい
て特に必要である内容をピックアップして深めて
いく。各分野において理学療法を行う際のリスク
管理や、理学療法の根幹となる運動療法、物理療
法を深化させ、臨床の現場で活用できるよう学習
する。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○

複合的理学療法
学

　2008年の診療報酬改定において、弾性着衣およ
びリンパ浮腫の発症防止および重症化等抑制のた
めの指導に保険適応がなされて以降、リンパ浮腫
の治療が急速に広く知られるようになり、リンパ
浮腫指導技能者の育成に拍車がかかることとなっ
た。今後、リンパ浮腫に関する知識と治療技術を
修得した理学療法士が増えることにより、リンパ
浮腫を発症する患者数、重症化する患者数が減少
することが期待されている。そこで、この科目で
は、リンパ浮腫の発生するメカニズムから複合的
治療の技術の修得。さまざまな問題の解決方法と
科学的根拠の紹介、保険の仕組みと適応について
講義・実技・演習を交えて教授していく。

4
通

60 2 〇 〇 〇

○
総合領域 　臨床で活かせるようその知識を再度整理するこ

とに重点を置く。
4
後

60 2 〇 〇 〇

○

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 　障がい児・者や高齢者が地域社会で自らの人生
を主体的に生きることを支援するために医療、福
祉、保健の動向を踏まえ、地域リハビリテーショ
ンに関わる諸制度を知り、地域において多職種と
協働・連携できる能力、各制度上の理学療法士の
役割及び業務内容を理解する。

1
通

30 1 ○ ○ ○ ○

○

生活環境論 　社会保障制度と実生活の繋がりを理解した上
で、ノーマライゼーションの定義に基づいた環境
整備の具体的な方法と、個人を取り巻く環境が与
える因子について理解する。

2
通

30 1 〇 〇 〇

○

地域理学療法学 　地域における理学療法の広がりとその社会的背
景を学ぶことによって、地域理学療法の歴史とそ
の沿革について理解する。

4
通

60 2 〇 〇 〇



○

見学実習Ⅰ(早
期)

　見学実習Ⅰでは、実際の医療施設での見学実習
を行う。実際の理学療法士の仕事の業務や他職種
との連携を目の当たりにし、チーム医療について
のイメージを身に着ける。また、社会人としての
マナーや接遇について、実際の患者様やスタッフ
のやり取りを通して学ぶ。これから学習していく
理学療法についてのモチベーションの向上とイ
メージを確立させる。

1
前

40 1 ○ ○ ○

○

見学実習Ⅱ
(ADL)

　介護支援を実体験することにより、施設利用者
のＡＤＬを中心とした活動制限の実態を把握す
る。また、態度や話し方などをはじめとする情意
領域での気づきを深める。

2
前

40 1 〇 〇 〇

○

総合臨床実習Ⅰ 　総合臨床実習Ⅰでは、既習範囲の基本的検査及
び測定の実施法、選択、解釈について、実際の対
象者等を通じて実践的技能に高めていく。同時に
患者等へのアプローチや問診、検査方法（手順）
等の技能及び態度を学ぶ。
　また、臨床的問題を解決するために、理解して
いる知識を総動員し、適切な情報を集め、問題を
同定し仮説を証明するための計画を立てる。それ
によって得られた結果の解釈を分析・統合し、治
療方針を決定できるようになる。対象者との信頼
関係の構築や専門的知識の応用力を養う。

3
前

160 4 〇 〇 〇

○

総合臨床実習Ⅱ 　臨床実習指導者の指導・監督のもと、検査測
定・評価実習で修得した技術を基にプログラムを
作成し、治療を実施することによって、臨床現場
に必要な基礎能力を養い、その適否や有効性につ
いて考察できる能力を修得する。総合臨床実習Ⅰ
よりもさらに学びを深め、評価から治療までの系
統的な理学療法を構築できる能力を養う。
実習終了後には実習報告会（発表）を行う。

3
前

320 8 〇 〇 〇

○

総合臨床実習Ⅲ 　臨床実習指導者の指導・監督のもと、検査測
定・評価実習で修得した技術を基にプログラムを
作成し、治療を実施することによって、臨床現場
に必要な基礎能力を養い、その適否や有効性につ
いて考察できる能力を修得する。実習終了後には
実習報告会（発表）を行う。

3
後

320 8 〇 〇 〇

　　　６８科目合計 ３４３０単位時間(１１３単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

　学年末・各学期末に行う試験・実習の成果・履修状況等を総合的に勘案し行う。
　出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その科目について評価を受けることができな
い。
　毎学年ごと授業日数の３分の１以上欠席したものは進級、卒業せしめないとする。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

（留意事項）


